
移転給付金

修習生

修習に伴い

移転
確認・認定

◎支給要件

移転給付金の支給対象者は，

かつ．現に移転（移転給付要件を具備）し，所定の様式（移転届）により移転の実情を届け

出た者です。 （法67条の2第5項，規則1 1条）

修習に伴い移転する必要があると認められることが必要ですので，すべての移転が対象と

なる訳ではなく，次のような近距離での移転などは，支給の対象となりません。

・ 司法研修所の在勤地内（8肋'圏内）での移転

・ 同一地域内（東京都特別区内，同一市町村内）での移転

◎路程及び支給額

吹の路程に応じた規則別表（資料参照）の定額による額が支給されます。 （規則10条）

’ 路程対象となる移転

採用内定時における住所又は
居所の所在地を管轄する地方
裁判所（支部を除く。 ）

司法研修所から導入修習に伴う移転

から霧購撰拝裁判所司法研修所分野別実務修習に伴う移転

実務修習地の地方裁判所
（支部を除く。 ）
実務修習地の地方裁判所
（支部を除く。 ）

司法研修所司法研修所からから集合修習に伴う移転

から簔蕊鯉嘩裁判所選択型実務修習に伴う移転
(A班のみ）

司法研修所

【事例】

大阪地裁から司法研修所までの路程となり，
規則別表の区分に応じた額が支給される。
【鉄道5001nll以上1,0001m未満/10万8,000円】

導入修習に伴い，大阪府内から
都内その他近郊に転居した場合

＝

◇司法研修所

｜嗣天膠習一三
◇大阪地裁

｜

赫呵倉←大阪府内

’

都内迩郊
転居

~－薪住所採用内定時
I

26



◎届出

提出書類’ ’提出対象者 提出期限 提出先

移転給付要件を具備した者 ｜ 移転届 |蕊溌濯を甕歪霞，開始の日|麓震

移転給付要件を具備した者は，移転届により移転の実情を速やかに届け出る必要がありま

す。 （規則1 1条）

(注） （1）認定の際に疑義が生じた場合には，別途疎明資料の提出を求めることがあります。

(2)住所又は居所の移転をする原因となった修習の開始の日 （やむを得ず同日後に移転

をした場合は，当該移転をした日）から7日を経過した後に届出がされたときは，移

転給付金が支給されません。 （規則12条ただし書）

に届け出て<だ恥ず修習開始日の翌日から起算して7日以内（』したがって，

さい！

(3)郵送等により実務修習地から提出する際は，到達期間に注意し，

してください。

なお，郵便等では提出期限に間に合わない場合は，提出期限が；

ず経理課経理係に問い合わせてください。

(4)修習の開始H及び移転届の提出期限は，次のとおりです。

提出期限が到

余裕をもって提出

来するまでに， 必

修習区分 ｜ 修習開始日 ｜移転届提出期限（必着）

12月10日（月）導入修習 12月3日 （月）

1月11日 （金）1月4日 （金）分野別実務修習

8月22日（木）集合修習(A班) | 8月15日 （木）

選択型実務修習
(A班のみ）

10月9日 （水）10月2日 （水）

10月4日 （金） ’ 10月11日 （金）集合修習(B班）
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